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別  紙 

 

別紙１ 燃料費調整Ⅰ 

 

（１）燃料費調整額の算定 

  イ 平均燃料価格 

     原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量

および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

     なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

    Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝０．１１５２、β＝０．２７１４、γ＝０．７３８６ 

     なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価

格、１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の

単位は、１円とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

  ロ 燃料費調整単価 

    燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 

     なお、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

   （イ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が３１，４００円を下回る場合 

燃料費調整単価＝ 

（３１，４００円－平均燃料価格）×（（２）の基準単価÷１，０００） 

   （ロ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が３１，４００円を上回る場合 

     燃料費調整単価＝ 

（平均燃料価格－３１，４００円）×（（２）の基準価格÷１，０００）  

  ハ 燃料費調整単価の適用 

     各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価

は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される

電気に適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の５月の検針日から６月の

検針日前日までの期間 
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毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の６月の検針日から７月の

検針日前日までの期間 

毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の７月の検針日から８月の

検針日前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の８月の検針日から９月の

検針日前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の９月の検針日から１０月

の検針日前日までの期間 

毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１０月の検針日から１１

月の検針日前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１１月の検針日から１２

月の検針日前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 その年の１２月の検針日から翌年

の１月の検針日前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の１月の検針日から翌年の２

月の検針日前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月３１日までの期間 翌年の２月の検針日から翌年の３

月の検針日前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間 翌年の３月の検針日から翌年の４

月の検針日前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の３月３１日までの期間 

（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの

期間） 

翌年の４月の検針日から翌年の５

月の検針日前日までの期間 

  ニ 燃料費調整額 Iは、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単

価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

   基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、１キロワット時

につき２２銭 1厘といたします。 
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別紙２ 燃料費調整Ⅱ 

 

（１）燃料費調整額の算定 

  イ 平均燃料価格 

     原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量

および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

     なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

  Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝０．０２５９、β＝０．２５６３、γ＝０．８９１５ 

    なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、

１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位

は、１円とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

  ロ 燃料費調整単価 

    燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 

     なお、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

   （イ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が８３，５００円を下回る場合 

     燃料費調整単価＝ 

（８３，５００円－平均燃料価格）×（（２）の基準単価÷１，０００） 

   （ロ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が８３，５００円を上回る場合 

     燃料費調整単価＝ 

（平均燃料価格－８３，５００円）×（（２）の基準価格÷１，０００） 

  ハ 燃料費調整単価の適用 

     各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価

は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される

電気に適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の５月の検針日から６月の

検針日前日までの期間 

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の６月の検針日から７月の

検針日前日までの期間 
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毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の７月の検針日から８月の

検針日前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の８月の検針日から９月の

検針日前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の９月の検針日から１０月

の検針日前日までの期間 

毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１０月の検針日から１１

月の検針日前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１１月の検針日から１２

月の検針日前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 その年の１２月の検針日から翌年

の１月の検針日前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の１月の検針日から翌年の２

月の検針日前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月３１日までの期間 翌年の２月の検針日から翌年の３

月の検針日前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間 翌年の３月の検針日から翌年の４

月の検針日前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の３月３１日までの期間 

（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの

期間） 

翌年の４月の検針日から翌年の５

月の検針日前日までの期間 

  ニ 燃料費調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価

を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

    基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、１キロワット

時につき１９銭７厘といたします。 

 

（３）離島ユニバーサルサービス調整  

イ 離島ユニバーサルサービス調整額の算定   

 (イ) 離島平均燃料価格 

原油換算値 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，離島平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円の

位で四捨五入いたします。 
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離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの 

平均原油価格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原

油価格の単位は，1円とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたし

ます。 

（ロ）離島ユニバーサルサービス調整単価 

 離島ユニバーサルサービス調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって

算定された値といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1銭とし，その端数は，

小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

① 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝  

(79,300 円－離島平均燃料価格) × ロの離島基準単価 ÷ 1,000 

② 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300円を上回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

 (離島平均燃料価格－79,300円) × ロの離島基準単価 ÷ 1,000 

（ハ） 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用      

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する次

の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたし

ます。 

離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバースサービス 

調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の５月の検針日から６月の

検針日前日までの期間 

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の６月の検針日から７月の

検針日前日までの期間 

毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の７月の検針日から８月の

検針日前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の８月の検針日から９月の

検針日前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の９月の検針日から１０月

の検針日前日までの期間 
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毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１０月の検針日から１１

月の検針日前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１１月の検針日から１２

月の検針日前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 その年の１２月の検針日から翌年

の１月の検針日前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の１月の検針日から翌年の２

月の検針日前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月３１日までの期間 翌年の２月の検針日から翌年の３

月の検針日前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間 翌年の３月の検針日から翌年の４

月の検針日前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の３月３１日までの期間 

（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの

期間） 

翌年の４月の検針日から翌年の５

月の検針日前日までの期間 

 

（ニ）離島ユニバーサルサービス調整額 

① 定額制供給の場合 

定額制供給の契約種別に係る実施要綱等に定めるとおりといたします。 

② 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その 1月の使用電力量にロによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

ロ 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値といたします。 

（イ） 定額制供給の場合 

定額制供給の契約種別に係る実施要綱等に定めるとおりといたします。 

（ロ） 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 1厘 
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別紙３ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

   再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第３２

条第２項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により

定めます。 

    なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお客さまに

お知らせいたします。 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

   （１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の４月の検針日

から翌年の４月の検針日の前日の期間に使用される電気に適用されます。 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

  イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金はその年の１月の使用電力量に（１）に定め

る再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。 

     なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、

１円とし、その端数は、切り捨てます。 

  ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第３７条第１項の規定により

認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再

生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。 

     お客さまからの申出の直後の４月の検針日から翌年の４月の検針日（お客さま

の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第３７条第５項または第６項の規定に

より認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）の前日まで

の期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金

は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定

された金額から、当該金額再生可能エネルギー特別措置法第３７条第３項に規定

する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といい

ます。）を差し引いたものをいいます。なお、減免額の単位は、１円とし、その

端数は、切り捨てます。 
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別紙４ 負荷設備の入力換算容量 

（１）照明用電気機器 

   照明用電気機器の換算容量は、次によります。 

 （ａ）けい光灯 

 換算容量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高力率型 
管灯の定格消費電力 

（ワット）×１５０％ 管灯の定格消費電力 

（ワット）×１２５％ 
低力率型 

管灯の定格消費電力 

（ワット）×２００％ 

（ｂ）ネオン管灯 

２次電圧（ボルト） 

換算容量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

３，０００ ３０ ８０ ３０ 

６，０００ ６０ １５０ ６０ 

９，０００ １００ ２２０ １００ 

１２，０００ １４０ ３００ １４０ 

１５，０００ １８０ ３５０ １８０ 

（ｃ）スリームラインランプ 

管の長さ（ミリメートル） 
換算容量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

  ９９９以下 ４０ ４０ 

１，１４９以下 ６０ ６０ 

１，５５６以下 ７０ ７０ 

１，７５９以下 ８０ ８０ 

２，３６８以下 １００ １００ 

（ｄ）水銀灯 

出力（ワット） 

換算容量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

４０以下 ６０ １３０ ５０ 

６０以下 ８０ １７０ ７０ 

８０以下 １００ １９０ ９０ 

１００以下 １５０ ２００ １３０ 
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１２５以下 １６０ ２９０ １４５ 

２００以下 ２５０ ４００ ２３０ 

２５０以下 ３００ ５００ ２７０ 

３００以下 ３５０ ５５０ ３２５ 

４００以下 ５００ ７５０ ４３５ 

７００以下 ８００ １，２００ ７３５ 

１，０００以下 １，２００ １，７５０ １，００５ 

 

（２）誘導電動機 

 （ａ）単相誘導電動機 

   イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力（キロワット））は、換算

率１００．０％を乗じたものといたします。 

   ロ 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。 

出力（ワット） 

換算容量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット） 

高力率型 低力率型 

３５以下 － １６０ 

出力（ワット）×

１３３．０％ 

４５以下 － １８０ 

６５以下 － ２３０ 

１００以下 ２５０ ３５０ 

２００以下 ４００ ５５０ 

４００以下 ６００ ８５０ 

５５０以下 ９００ １，２００ 

７５０以下 １，０００ １，４００ 

 （ｂ）３相誘導電動機 

換算容量（入力（ワット）） 

出力（馬力）×９３．３％ 

出力（キロワット）×１２５．０％ 

 

（３）レントゲン装置 

   レントゲン装置の換算容量は次によります。 

   なお、レントゲン装置が２つ以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算

容量といたします。 

装置種別 
最高定格管

電圧 

管電流 

（短時間定格電流） 
換算容量 
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（携帯型および移動型

を含む） 

（キロボルトピ

ーク） 

（ミリアンペア） （入力（ボルトアンペ

ア）） 

治療用装置 － － 

定格１次最大入力 

（キロボルトアンペ

ア）の値とします。 

診療用装置 

９５以下 

２０以下 １ 

２０超過 ３０以下 １．５ 

３０超過 ５０以下 ２ 

５０超過 １００以下 ３ 

１００超過 ２００以下 ４ 

２００超過 ３００以下 ５ 

３００超過 ５００以下 ７．５ 

５００超過１，０００以下 １０ 

９５超過 

１００以下 

２００以下 ５ 

２００超過 ３００以下 ６ 

３００超過 ５００以下 ８ 

５００超過１，０００以下 １３．５ 

１００超過 

１２５以下 

５００以下 ９．５ 

５００超過１，０００以下 １６ 

１２５超過 

１５０以下 

５００以下 １１ 

５００超過１，０００以下 １９．５ 

蓄電器放電式 

診察用装置 

コンデンサ容量０．７５マイクロファラッド

以下 
１ 

０．７５マイクロファラッド超過 

１．５マイクロファラッド以下 
２ 

１．５マイクロファラッド超過 

３マイクロファラッド以下 
３ 

 

（４）電気溶接機 

   電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。 

 （ａ）日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内臓型を除きます。）の場合 

     入力（キロワット）＝最大定格１次入力（キロボルトアンペア）×７０％ 

 （ｂ）（ａ）以外の場合 

     入力（キロワット）＝実測した１次入力（キロボルトアンペア）×７０％ 
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（５）その他 

 （ａ）（１）、（２）、（３）および（４）によることが不適当と認められる電気機器の換

算容量（入力）は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定

めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量（入力）と

することがあります。 

 （ｂ）動力と一体をなし、かつ、動力を使用するため直接必要であって欠くことのでき

ない表示灯は、動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷設備の容量（入

力）を算定いたします。 

（ｃ）予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定

の対象といたしません。 

 


